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２０２１年度 本校の教育活動について 

 

 日頃より本校の教育活動にご理解、ご協力いただき感謝申し上げます。ご案内のとおり、
４月１２日から５月１１日まで、「まん延防止等重点措置」が町田市に適用されました。東京
都内の感染者数も増加している状況です。 

 つきましては、東京都教育委員会及び町田市教育委員会の通知を踏まえ、当面の間、下記
のとおり感染症対策を徹底しながら、本校の教育活動を行ってまいります。 
なお、今後社会の情勢を鑑み変更することもあります。また、下記の対策を講じても不安

に感じる場合にはご相談ください。感染症対策として欠席する場合には欠席とはせず、出席
停止といたします。 
保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 
記 

 
１ 学校運営の基本方針 
  感染症対策を徹底しながら学校運営を行います。 

 
２ 児童等に対する指導 
（１）基本的な感染症対策予防策の徹底 

・３密の回避、正しい手洗い、咳エチケット（マスクの着用） 
・毎朝検温、健康観察（体調不良等の症状が見られる場合は無理せず休養） 
・登校時の健康チェック（登校前に検温、始業前に健康カード等で再確認） 
・教室等における密集の回避（児童同士の間隔をできる限り確保） 
・換気扇の常時使用（さらに１単位時間に５分程度窓を開け換気） 

 
（２）学習活動について 
  ・音楽における歌唱の活動やリコーダー等の管楽器を用いる活動は、当面の間行いませ 

ん。 
  ・家庭科における調理実習は、手順のみを示し、実際に調理は行いません。 
  ・体育における身体接触を伴う活動（マット運動、球技におけるゲームなど）は、当面 

の間行いません。 
  ・児童が対面で操作したり、顔を寄せ合い観察したりする実験や観察等は当面の間行い

ません。 
  ・水泳指導については、現在検討中です。決定し次第お知らせします。 
  
（３）学校行事等について 
  ・日々の教育活動等において、全校朝会、児童集会などは、タブレット端末のクラスル

ーム、Google Meetを積極的に活用します。 

  ・生活科見学、社会科見学、遠足等は感染症対策を講じた上で、当面の間、徒歩又は貸
し切りバスを使って行います。 



  ・学校公開は、人数を制限して行います。 
・保護者会は、体育館又はなんなるルーム等で距離をとって行います。 
・宿泊を伴う行事については、別途お知らせします。 
・その他の行事については、決定し次第お知らせします。 

 
（４）給食や休み時間における感染症対策の徹底 
  ・喫食の際、マスクは喫食直前に外し、喫食後は速やかにマスクを着用します。 
  ・児童が対面して喫食する形態を避け、会話はしません。 
  ・休み時間は、大人数、大声、至近距離での会話はしないよう指導します。 
 
３ 学童保育クラブ及び放課後子ども教室「まちとも」（たからじま）の活動について 
  ・学童保育クラブ及び放課後子ども教室「まちとも」（たからじま）の活動については、

継続して実施します。 
    ・活動開始時に検温し、健康チェックを行います。 
 
４ 教職員等の健康管理の徹底 
（１）基本的な感染症対策の徹底 
  ・３密の回避、正しい手洗い、咳エチケット（会話や会議の際も必ずマスク着用） 
  ・毎朝検温、健康観察（健康状態に不安がある場合は自宅で休養） 
  ・出勤時の健康チェック（検温結果等を記録） 
  ・委託事業者に対しても健康管理を徹底 
 
（２）給食（昼食）や休憩時間における感染症対策の徹底 

  ・喫食の際、マスクは喫食直前に外し、喫食後は速やかにマスクを着用します。 
  ・大人数での喫食は避けるとともに、対面して喫食する形態を避け、会話はしません。 
  ・休憩時間は、大人数、大声、至近距離での会話はしません。 
 
（３）勤務時間外における感染症対策の徹底 

・不要不急の外出は自粛します。 
・飲食を伴う歓送迎会等は実施しません。 
 

５ 家庭における感染症対策のお願い 
・３密の回避、正しい手洗い、咳エチケットをお願いします。 
・毎朝の検温、健康観察をお願いします。 

・十分な換気を行ってください。 
・可能な限り、手が触れる場所などの消毒を行ってください。 
・児童や同居の家族の感染が疑われる場合や濃厚接触者に特定された場合、感染が判明 
した場合については、無理に登校させずに休養をとるとともに、必ず学校に速やかに 
報告してください。 

  ・同居しているご家族においても、会食を極力控え、外出先からの帰宅時には、手洗い 
や消毒などを徹底してください。 

 


